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2023年 3月号トピックス 

 

 

以下の援助金、報酬、その他の政府から得る課税所得に対する個人所得税の免除 
 

1. 宿泊料、食費、観光地入場料、一地方一特産物プロジェクト、スパまたは健康マッサー

ジ料、車またはボートとして受ける補助金またはその他の便益。 

 

2. 旅行代金、「Tour Tiew Thai 」プロジェクトに基づき旅行会社から購入するツアーパッ

ケージ代金。 

 

3. 「Khon La Krueng」プロジェクト（ハーフ＆ハーフ）フェーズ 4およびフェーズ 5にお

いて、政府の電子決済システムを通じて支払われる飲食料品、その他の商品またはサー

ビスの費用 

 
4. 政府福祉カード保有者の購買力向上プロジェクト第 4期および第 5期において、低価格

のブルーフラッグショップからの商品購入、およびプロジェクト「Khon La Krueng」

（ハーフ＆ハーフ）の参加者であるショップやサービス提供者からの商品またはサービ

スの購入。 

 

5. 特別な支援を必要とする人々の購買力を高めるプロジェクトフェーズ 2、フェーズ 3に

おいて、低価格のブルーフラッグショップからの商品購入、プロジェクト「Khon La 

Krueng」（ハーフ＆ハーフ）フェーズ 4、フェーズ 5の参加者であるショップやサービ

ス提供者からの商品・サービス購入。 

 

6. 二輪車用ガソリン価格の影響緩和事業により、政府の電子決済システムを通じて支払わ

れるガソリン代にかかる費用。 

 

7. 財務省の許可のもと、保健省が Covid-19の感染症流行に関連する業務を行う職員に支払

った危険報酬。 

 

8. 保健省が財務省の許可を得て支払った、Covid-19感染症の流行に対処するための医療お

よび公衆衛生に関する助言のための報酬 

 

9. 保健省が財務省の許可を得て支払った、Covid-19感染症の流行に対処するための注射た

めの報酬 

 

 


